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第２部　環境保全施策の展開

１　水環境の現状

第２節　水環境の保全

環境対策課
１　安全な水環境
①　環境基準の達成状況
人の健康の保護に関する項目２６項目中、迫川中
流で鉛、ふっ素が、江合川上流で 砒 素が環境基準

ひ

を超過しました。
平成１７年度まで 砒 素の項目で環境基準を超過し

ひ

ていた名取川中流（碁石川合流前）では、平成１８
年度には超過はみられませんでした。
地下水では、新たな地点で実施した概況調査に

おいて、１９地点のうち鉛が１箇所、 砒 素が１箇所
ひ

で環境基準を超過しました。
定期モニタリング調査対象地点では、３２箇所で

環境基準を超過しました。
②　公共用水域
迫川中流（五輪原橋及び久保橋）で鉛が基準を

超過した要因は、河床、河岸に鉛を高濃度に含む
湧水があるなど地質構造由来の自然汚濁によるも
のと考えられます。
迫川中流（五輪原橋、久保橋及び豊後橋）でふっ
素が基準を超過した要因は、自然汚濁及び鉱山排
水によるものと考えられます。
江合川上流（鳴子ダム上流部）で 砒 素が基準を

ひ

超過した要因は、上流部からの温泉水の流入等自
然的汚濁によるものと考えられます。

③　地下水
概況調査において、新たに､鉛が１地点で、 砒 素

ひ

が１地点で環境基準を超えた井戸が発見されまし
た。また、事業者の自主検査により六価クロムが
環境基準を超えた井戸が発見され、周辺井戸の調
査を行ったところ環境基準を超過した井戸が１地
点ありました。

▲図２−４−２−１　迫川中流（久保橋）におけるカドミウム・鉛・ふっ素の測定結果（平均値）

▲図２−４−２−２　江合川上流及び名取川中流における 砒 素の測定結果（平均値）
ひ

定期モニタリング調査では３２地点で環境基準を
超過しています。主な超過項目は、テトラクロロ
エチレン等の有機塩素系化合物であり、人為的な
汚染によるものと考えられます。
また、 砒 素の環境基準超過の要因は、地質構造

ひ

由来の自然汚濁によるものと考えられます。
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第４章　安全で良好な生活環境の確保

２　清らかな水環境
①　環境基準の達成状況
生活環境項目のうち有機性汚濁の指標となるＢ

ＯＤ及びＣＯＤの環境基準の達成状況について水
域ごとに見ると、河川では５９水域全てで達成して
おり、達成率は１００％となりました。湖沼では１２
水域のうち２水域で達成しており達成率は
１６．７％、海域では２４水域のうち１５水域で達成して
おり達成率は６２．５％でした。
全窒素・全 燐 の環境基準の達成状況は、湖沼は、

りん

全 燐 で５水域のうち１水域で環境基準を達成し、
りん

▼表２−４−２−１　地下水水質測定計画に基づく測定結果
Cr６+
**　　Cr６+ＢFNO２-N

NO３-NSeベン
ゼンPCETCE１,１,１-

TCE
C-１,２
DCE

１,１-
DCE

四塩化
炭素AsPb項　　目

１０．８１００．０１０．０１０．０１０．０３１０．０４０．０２０．００２０．０１０．０１環境基準（mg/l）
１１０１０１０１０１０１０１０１０１０１０１０１０１０１０調査市町村数

概況
調査

１８１９１９１９１９１９１９１９１９１９１９１９１９１９１９調査地点数
４（１）０（０）１７（０）８（０）１３（０）１（０）０（０）０（０）０（０）０（０）０（０）０（０）０（０）４（１）１（１）検出（超過）地点数
０．１１０．４０．４６１４．３０．００６０．０３２０．０２１最大値（mg/l）

０００１２８１５１５１５１５１５１５１５１７８調査市町村数定期
モニ
タリ
ング
調査

０００２１１８５０６５６５６５６５６５５０３５１８調査地点数
１３（６）３１（１０）１５（３）１２（０）４（１）３（１）２（１）１９（１３）０（０）検出（超過）地点数
３０２．５０．８９０．０８８０．０７１０．０２６０．００２２０．１２最大値（mg/l)

注）Pb：鉛、As：砒素、１，１－DCE：１，１－ジクロロエチレン、C－１，２DCE：シス－１，２－ジクロロエチレン、１，１，１－TCE：１，１，１－トリクロロ
エタン、TCE：トリクロロエチレン、PCE：テトラクロロエチレン、Se：セレン、NO２－N、NO３－N：亜硝酸性窒素・硝酸性窒素、F：ふっ
素、B：ほう素、Cr６＋：六価クロム　＊＊汚染井戸周辺地区調査

達成率は２０％でした（全窒素は当分の間適用しな
いこととされています。）。海域では、全窒素では
９水域中８水域で達成し達成率は８９％であり、全
 燐 は９水域中７水域で達成し達成率は７８％となっ
りん

ています。
また、平成１８年６月に北上川水系の北上川全域

において、新たに、水生生物の保全に係る水質環
境基準の類型、河川生物Ａ（達成期間：直ちに達
成する。）が指定されました。

▼表２−４−２−２　類型別及び水域別のＢＯＤ（ＣＯＤ）の環境基準達成状況

▲図２−４−２−３　全水域環境基準達成率の推移

達　　　成　　　率　（％）達　　成
水 域 数

達　　成
基準点数

基準
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あてはめ
水 域 数

類型
区分 H１８H１７H１６Ｈ１５Ｈ１４
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１００１００１００１００１００１６１８１８１６Ｂ
１００１００１００１００１００１６１７１７１６Ｃ
１００１００９８１００１００５９６９６９５９計
０００００００６６AA

湖沼
(COD)

５０５０２５５０２５２２４４Ａ
０００００００２２Ｂ
１７１７８．３１７８．３２２１２１２計
３３２２３３３３４４３１１２９９Ａ

海域
(COD)

６７６６７８７８７８６９１２９Ｂ
１００１００１００１００１００６６６６Ｃ
６３５８６７６７７１１５２５４７２４計
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第２部　環境保全施策の展開

②　河川
ＢＯＤについては、全水域で環境基準を達成し

ました。

④　海域
類型ごとのＣＯＤについては、Ａ類型９水域の

うち３水域、Ｂ類型９水域で６水域、Ｃ類型６水
域の全水域で環境基準を達成しています。
また、全窒素は、Ⅲ類型３水域のうち２水域で、

Ⅱ類型は６水域すべてで環境基準を達成していま

③　湖沼
類型ごとのＣＯＤについては、Ａ類型の４水域

のうち２水域で環境基準を達成しましたが、ＡＡ
類型、Ｂ類型については全水域で未達成となりま
した。

▲図２−４−２−４　ＢＯＤが高い地点の推移（年間７５％値、単位：ｍｇ／Ｌ）

▲図２−４−２−５　ＣＯＤが高い地点（年間７５％値、単位：ｍｇ／Ｌ）

▲図２−４−２−６　全 燐 測定結果の推移（年間平均値、単位：ｍｇ／Ｌ）
りん

す。
さらに、全 燐 については、Ⅲ類型３水域のうち

りん

２水域で、Ⅱ類型は６水域すべてで環境基準を達
成しています。
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第４章　安全で良好な生活環境の確保

⑤　海水浴場
主な海水浴場（年間利用者数概ね１万人以上）

の水質測定結果は、すべての海水浴場が環境省通
知に基づく判定基準の「適」または「可」と判定
され、不適と判定された海水浴場はありませんで
した。

▲図２−４−２−７　ＣＯＤが高い地点（年間７５％値、単位：ｍｇ／Ｌ）

▲図２−４−２−８　全窒素測定結果の推移（年間平均値、単位：ｍｇ／Ｌ）

▲図２−４−２−９　全 燐 測定結果の推移（年間平均値、単位：ｍｇ／Ｌ）
りん
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第２部　環境保全施策の展開

▼表２−４−２−３　海水浴場水質測定結果総括表（平成１９年度分（開設前調査））

 検　　査　　成　　績 
調査月日 市町村名 海水浴場名

 判定 油膜の
有　無 透明度 ＣＯＤ

(mg/l) 
ふん便性大腸菌
群数(個/１００ml)

適（AA）無１m以上１．６２未満５/２１気 仙 沼 市小 田 の 浜
適（AA）無１m以上１．５２未満５/２２気 仙 沼 市お 伊 勢 浜
適（AA）無１m以上１．４２未満５/２２本 吉 町大　　　谷
適（AA）無１m以上１．４２未満５/２２本 吉 町小　　　泉
可（Ｂ）無１m以上２．６２未満５/２２南 三 陸 町長　須　賀
適（Ａ）無１m以上１．３７５/２２南 三 陸 町サンオーレそではま
可（Ｂ）無１m以上２．３１６５/９石 巻 市白　　　浜
適（AA）無１m以上１．５２未満５/９石 巻 市荒　　　浜
適（Ａ）無１m以上１．７４５５/９女 川 町夏　　　浜
可（Ｂ）無１m以上２．１２未満５/９石 巻 市網 地 白 浜
可（Ｂ）無１m以上２．３２９５/１５石 巻 市渡　　　波
可（Ｂ）無１m以上２．８１７５/１５東 松 島 市野　　　蒜
可（Ｂ）無１m以上２．１２未満５/１４塩 竈 市桂　　　島
適（AA）無１m以上１．８２未満５/１５七 ヶ 浜 町菖　蒲　田
可（Ｂ）無１m以上３．０２未満５/８．９仙 台 市深 沼
適（AA）無１m以上２．０２未満５/１５名 取 市閖　 　 上
可（Ｂ）無１m以上２．４５５/１５亘 理 町荒　　　浜
可（Ｂ）無１m以上２．２２未満５/１５山 元 町磯　　　浜

１　工場・事業場対策
水質汚濁防止法では、人の健康に係る被害が生

じるおそれのある物質を含む汚水廃液を排出する
等一定の要件を備える施設を特定施設として定
め、特定施設を設置している工場・事業場から公
共用水域に排出される水について排水基準を適用
して規制を行っています。

２　安全な水環境を目指して講じた施策
環境対策課

水質汚濁防止法に規定する特定事業場の数は、
平成１８年度末で５，８６２事業場で前年度と比較して
２９事業場減少しています。このうち有害物質を排
出するおそれのある特定事業場は１１４事業場で全
特定事業場の約２％となっています。
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第４章　安全で良好な生活環境の確保

▼表２−４−２−４　水質汚濁防止法に規定する特定事業場数

平成１８年度末における特定事業場数
平成１７年
度末にお
ける特定
事業場数

平成１６年
度末にお
ける特定
事業場数

業種区分分類
番号 ①＋②

合計

②のうち生活環
境項目の排水基
準が適用される
事業場

②一日あたりの平均排水量５０㎥未満の①１日当たりの平均排水量５０㎥以上の

有害物質使用特定事業場事業場有害物質使用特定事業場事業場

地下浸透地下浸透

８０００７０１１１１鉱業又は水洗炭業１

１，５３１１４００１，５２２００９１，５２７１，５４３畜産農業又は関連サービス業１－２

８７０００７７００１０８８８８畜産食料品製造業２

６４４２１００６０３００４１６４４６５２水産食料品製造業３

３２８０００３２５００３３２２３１１保存食料品製造業４

７９０００７８００１７９８０みそ・食酢等の製造業５

００００００００         １砂糖製造業７

１１０００１１０００１１１０菓子・製あん業８

４０００４０００４４洗米業９

４７０００４２０１５４８５２飲料製造業１０

１１０００５００６１２１３飼肥料製造業１１

２０００２０００２２ぶどう糖水あめ製造業１５

４４０００４２００２４４４３めん類製造業１６

５２８０００５２７００１５２８５２８豆腐煮豆製造業１７

９１００７００２１０１０冷凍調理食品製造業１８－２

６０００５００１６６繊維製品製造業１９

２０００２０００２２湿式バーカー２１－２

５０００５０００５５合板製造業２１－３

２０００１００１２２パーティクルボード製造業２１－４

３００１３０００３３木材薬品処理業２２

３０００１００２３３紙加工品製造業２３

１５１００１５０００１５１４印刷業等２３－２

２００００００２２２化学肥料製造業２４

１００００００１１１無機顔料製造業２６

１０００１０００１１その他の無機化学工業製造業２７

２０００１００１２２合成樹脂製造業３３

１０００１０００１１農薬製造業４９

２０００１００１２３自動車タイヤ・チューブ製造業、ゴムホース製造業等５１－２

１０００１０００１１皮革製造業５２

７００１５００２７８ガラス製品製造業５３

８５１００８４００１８５８３セメント製品製造業５４

６９０００６８００１７１６８バッチャープラント５５

１００００００１１１人造黒鉛電極製造業５７

１１０００１１０００１１１１砕石業５９

３３０００２７００６３３３６砂利採取業６０

２０００１００１２２鉄鋼業６１

１００００００１１１非鉄金属製造業６２

９１００５０１４９８金属製品製造業６３

３０００１０１２３３石炭を燃料とする火力発電施設のうち、廃ガス洗浄施設６３－３

１９１００１００１９１９１９水道施設６４－２

６４１０１２３８０１８２６６６６１表面処理施設６５

１１００６８０１３１１１１電気めっき施設６６

１，０２１２１００９１２０２１０９１，０３１１，０４８旅館業６６－２

１２２００８００４１４１４共同調理場６６－３

８０００６００２９９弁当製造業６６－４

２７１００１９００８２７３０飲食店６６－５

１０００１０００１１主食と認められる食事を提供しない飲食店６６－６

３２１１０１３３１６０１５３２２３２２洗たく業６７

７９０００７９０００７９７９写真現像業６８

７０００３００４８８病院６８－２

２００００００２２２と畜業６９

１０００１０００１２廃油処理施設７０

１０００１０００１１自動車分解整備事業７０－２

４１３３００４１３０００４０９４０８自動式車両洗浄施設７１

４５１０１４３４０８１１４５５０試験・研究機関７１－２

１６２０８１５００１１６１６一般廃棄物処理施設７１－３

１２１０１１２０００１１１１産業廃棄物処理施設７１－４

１３００１１１２０１１１６１７トリクロロエチレン等洗浄施設７１－５

１００１１０００１１トリクロロエチレン等蒸留施設７１－６

１４２１００９０５１３３１６０１５９し尿処理施設７２

３３０００００３３３３７３６下水道終末処理施設７３

１３０００４０２９１６１７共同処理施設７４

５，８６２７４０６８５，３９３０４６４６９５，８９１５，９２８合                     計
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第２部　環境保全施策の展開

２　地下水汚染対策
平成元年度に水質汚濁防止法が改正され、トリ

クロロエチレン及びテトラクロロエチレンの２物
質が排水基準項目に追加され排水規制が行われる
とともに、有害物質を含む水の地下への浸透が禁
止されました。また、同時に、公共用水域と同様、
各都道府県知事が地下水の常時監視を行い、測定
結果を公表することとなりました。
平成８年には、水質汚濁防止法の改正により、

地下水汚染原因者に対する改善措置の命令が規定
され、平成９年３月には、地下水に関して、人の
健康の保護に関する環境基準２３項目について設定
され、平成１１年２月には硝酸性窒素及び亜硝酸性
窒素、ふっ素、ほう素の３項目が新たに追加され
ました。
環境基準を超える汚染が発見された井戸につい

ては、人の健康を保護する観点から、上水道への
切換指導等の措置を講じています。

３　農薬等対策
①　ゴルフ場に係る農薬対策
「ゴルフ場における農薬の安全使用に関する指

導要綱」及び「ゴルフ場における農薬の安全使用
に関する指導要領」に基づき、農薬の安全かつ適
正な使用及び危害防止を推進しました。
県内全てのゴルフ場を巡回し、農薬使用記録簿

をもとに農薬の使用状況や防除の実施状況につい
て指導を行いました。
②　農薬の適正使用
航空防除で使用される農薬については、「公共

用水域における農薬の水質評価指針値」を達成す
るため、実施団体に対し、水道水源となっている
河川、湖沼及び浄水場等の周辺を除外して実施区
域を選定するよう指導したほか、航空防除の内容
を市町村等と事前に協議し、水道水源の汚染防止
に努めています。
県民を対象にした農薬に関する意見交換会を開

催したほか、農家等に対しては、農薬の使用基準
の遵守を指導しています。
また、農薬取扱者を対象とした研修会を開催す

るとともに、リーフレットや「宮城県農作物病害
虫・雑草防除指針」を配布し、農薬の適正使用の
啓発を図りました。

環境対策課

農産園芸環境課

１　工場・事業場対策
①　特定事業場対策
水質汚濁防止法では、湖沼や海域の内湾のよう

な閉鎖的な水域については、植物プランクトンの
増殖による水質汚濁を防止するため、その要因と
なる窒素・ 燐 についても排水基準が定められてい

りん

ます。現在、窒素含有量の排水基準を適用する湖
沼として１７湖沼、 燐 含有量の排水基準を適用する

りん

湖沼として２９湖沼、海域については、窒素含有量
及び 燐 含有量の排水基準を適用する海域として９

りん

海域が指定されています。
県内の公共用水域のうち、水質汚濁防止法によ

る排水基準によっては環境基準の達成が困難であ
ると認められる阿武隈川、松島湾等の水域につい
ては、より厳しい排水基準を設定しています。さ

らに、水質汚濁防止法による特定施設となってい
ない施設で水質の保全を図る上で規制が必要であ
るものに対しては、公害防止条例により水質汚濁
防止法と同等の規制を行っています。　
 

３　清らかな水環境を目指して講じた施策

環境対策課

▲図２−４−２−１０　業種別特定事業場の状況
　　　　　　　（水質汚濁防止法）

業 農 産 畜 
% 7 2 

業 館 旅 
% 7 1 

業 造 製 品 料 食 産 水 
% 1 1 

業 造 製 豆 煮 腐 豆 
% 9 

設 施 浄 洗 両 車 式 動 自 
% 7 

業 造 製 品 料 食 存 保 
% 6 

業 く た 洗 
% 5 

設 施 理 処 尿 し 
% 2 

他 の そ 
% 6 1 
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第４章　安全で良好な生活環境の確保

公害防止条例の対象となっている事業場は
１，１３３事業場であり、そのうち８３事業場に排水基
準が適用されています。
排水基準の遵守状況の把握及び指導のため、こ

れら工場・事業場に対して立入検査を実施した件
数は、法に基づくもの８７９件、条例に基づくもの１３

件であり、このうち、排出水の水質検査を行った
件数は２３８件（法２２４件、条例１４件）で、排水基準
に適合しない件数は１２件（法２件）でした。不適
合の工場・事業場については、改善命令（２件）
ほか、汚水等の処理施設の管理方法の改善等につ
いて指導を行いました。

▼表２−４−２−５　窒素含有量及び 燐 含有量についての排水基準を適用する湖沼
りん

▼表２−４−２−６　窒素含有量及び 燐 含有量についての排水基準を適用する海域
りん

▼表２−４−２−７　公害防止条例（水質）に規定する特定施設設置届出数

▼表２−４−２−８　行政上の措置状況

広田湾　万石浦　松島湾　気仙沼湾　雄勝湾　女川湾　鮫ノ浦湾　志津川湾　松川浦

◎窒素含有量についての排水基準を適用する湖沼  
阿川沼（七ヶ浜町）　漆沢ダム貯水池（加美町）　伊豆沼（栗原市、登米市）　内沼（栗原市、登米市）
平筒沼（登米市） 富士沼（石巻市）　鳴子ダム貯水池（大崎市）　宿の沢ため池（大崎市、栗原市）　
化女沼（大崎市）　丸田沢ため池（仙台市）　嘉太神ダム貯水池（大和町）　青下ダム貯水池（仙台市）　
長沼（登米市）　孫沢ため池（加美町）　長沼（加美町）　月山池（仙台市）　内町ため池（角田市） 
◎燐含有量についての排水基準を適用する湖沼 
青下ダム貯水池（仙台市）　大倉ダム貯水池（仙台市）　月山池（仙台市）　七北田ダム貯水池（仙台市）　
丸田沢ため池（仙台市）　宮床ダム貯水池（仙台市、大和町）　化女沼（大崎市）　川原子ダム貯水池（白石市）
樽水ダム貯水池（名取市）　内町ため池（角田市）　釜房ダム貯水池（川崎町）　松ヶ房ダム貯水池（丸森町、相馬市）
阿川沼(七ヶ浜町）　嘉太神ダム貯水池（大和町）　牛野ダム貯水池（大衡村）　孫沢ため池（加美町）　
漆沢ダム貯水池（加美町）　長沼（加美町）　宿の沢ため池（大崎市、栗原市）　鳴子ダム貯水池（大崎市）　
伊豆沼（栗原市、登米市） 内沼（栗原市、登米市）　栗駒ダム貯水池（栗原市）　花山ダム貯水池（栗原市）
長沼（登米市）　平筒沼（登米市）  富士沼（石巻市）　南川ダム貯水池（大和町）　七ヶ宿ダム貯水池（七ヶ宿町）

平成１８年度末における届出数
平成１７年度
末における
届出数

平成１６年度
末における
届出数

特定施設の種類分類
番号 ①＋②合計②排水基準

適用外

 ①排水基準適用
うち特別排
水基準適用

８５０３８８水産卸売市場の洗浄施設１
１８７１４８７３９１９８１９７集団給食施設２
８０６７９９２７８１０８１５ガソリンスタンド営業・自動車整備業の洗浄施設３
１１００１６廃油再生用原料処理施設４

１１３８０７３３１２８１２２公衆浴場業の洗場施設５
１５１４０１１１ごみ処理施設６
００００００動物園７
３３００３３病院の廃液処理施設８
００００００アスファルト又は油脂類容器の洗浄施設９

１１３３１０５０１６８３１１４９１１５２合　　　　　計
注）仙台市分を除く。

計画変更
命　　令

改善命令件数（法１３条）直罰処分
件　　数

排出水検査
のべ件数区分

一時停止命令改善命令
００１０２７３平成１４年度
００００２６９平成１５年度
００００２８９平成１６年度
００１０２７９平成１７年度
００２０２５２平成１８年度
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第２部　環境保全施策の展開

資源リサイクル畜産環境整備事業は、畜産経営
に起因する環境汚染の防止と経営の健全化を図る
ため、草地、畜産施設用地造成整備、家畜排せつ
物土地還元用地または家畜排せつ物処理施設の整
備を実施しています。
今後は、家畜排せつ物の管理の適正化に向け指

導するとともに、畜産農業者と耕種農業者の連携
を強化し、家畜排せつ物の利用の促進を図ってい
きます。

２　生活排水対策

工場・事業場排水規制の効果、下水道整備の促
進等、公共用水域の水質保全を図る条件は整いつ
つありますが、閉鎖性水域では依然として水質環
境基準が達成されない水域があり、これら水域で
は汚濁負荷に占める生活系の割合はむしろ大きく
なってきています。
生活排水を根本的に処理するには下水道等の集

合処理施設の整備が欠かせません。公共下水道の
ほか、地域の実状に応じ、農業集落排水処理施設、
コミュニティプラント、漁業集落排水処理施設等
が県内各地で整備されつつあります。
また、各家庭個別の生活排水処理施設としての

浄化槽についても補助制度があり、普及してきて
います。
さらに、これら生活排水処理施設の整備とあわ

せて、生活排水による水質汚濁の防止に関する知
識の普及・啓発に努めています。

②　小規模（未規制）事業場対策

水質汚濁防止法及び公害防止条例に基づく排水
基準が適用されない工場・事業場の数は６，３０１事業
場となっています。これら小規模な事業場からの
負荷を軽減するため、汚濁排水の削減方法や簡易
な排水処理施設の設置等について指導を行ってい
ます。
③　畜産排水等の対策
畜産経営に起因する苦情の発生戸数は、ここ数

年減少傾向にありましたが、平成１６年から増加し
ています。苦情の内容としては、水質汚濁、悪臭
に起因するものが大部分を占めています。

「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進
に関する法律」は、平成１６年１１月１日から完全施
行されており、法律の制定後、各畜種、各地域で
家畜排せつ物の処理施設の整備が進められていま
す。

▼表２−４−２−９　畜産苦情発生件数と飼養農家

環境対策課

畜産課

▼表２−４−２−１０　畜産環境総合整備事業による施設等
　　　　　　　導入実績

環境対策課

平成１８年平成１７年平成１６年平成１５年平成１４年

３２３４０５４０５４６０５００農家戸数

豚
４６２９２１１２１９苦情発生戸数

１４．２％７．２％５．２％２．６％３．８％発生割合

３７．１％３５．４％２６．６％２１．４％２２．６％全体比

６８７８７８９０１００農家戸数

採
卵
鶏

９３８８１２苦情発生戸数

１３．２％３．８％１０．３％８．９％１２．０％発生割合

７．３％３．７％１０．１％１４．３％１４．３％全体比

７１７１７１４３５０農家戸数
ブ
ロ
イ
ラ
ー

１０２１１苦情発生戸数

１．４％０．０％２．８％２．３％２．０％発生割合

０．８％０．０％２．５％１．８％１．２％全体比

８９１９３６９８６１，０３０１，０８０農家戸数

乳
用
牛

３９３３２８１９２３苦情発生戸数

４．４％３．５％２．８％１．８％２．１％発生割合

３１．５％４０．２％３５．４％３３．９％２７．４％全体比

６，３４０６，５３０７，１００７，３００７，７３０農家戸数

肉
用
牛

２９１７２０１６２９苦情発生戸数

０．５％０．３％０．３％０．２％０．４％発生割合

２３．４％２０．７％２５．３％２８．６％３４．５％全体比

７，６９３８，０２０８，６４０８，９２３９，４６０農家戸数

計 １２４８２７９５６８４苦情発生戸数

１．６％１．０％０．９％０．６％０．９％比率

（資源循環型畜産確立対策事業）

１８１７１６１５１４年    度

５７８６７事業実施地区数(地区）

１４１４１５７１２
家畜排せつ物処理施設

（堆肥舎、尿溜、乾燥処理
施設等（基））

１１２４３２１１１９
家畜排せつ物処理・運搬機械
（運搬車、バキュムカー、
堆肥散布機等（台））
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第４章　安全で良好な生活環境の確保

①　下水道の整備
ア　下水道の整備状況

下水道は、健康で快適な生活環境の確保と公
共用水域の水質保全を図る上で重要な基盤施設
として全県的にその整備が進められており、平
成１８年度末における本県の下水道事業は、公共
下水道事業（市町村事業）が全３６市町村で実施
され、供用が開始されています。
また、流域下水道事業（県事業）としては７

事業（仙塩、阿武隈川下流、鳴瀬川、吉田川、
北上川下流、迫川、北上川下流東部）の整備を
促進しており、全ての流域下水道で供用を開始
しています。
本県の下水道普及率は毎年着実な伸びを示し

ており、平成１８年度末で７４．１％となっています
が、その内訳を見ると、市部の７６．７％に対して、
町村部は６３．０％と低く、地域的な不均衡が生じ
ています。
なお、本県では、平成１５年３月に生活排水処

理基本構想「甦る水環境みやぎ」を策定して、
均衡ある生活環境及び社会基盤の整備・拡充の
効率化を図っており全県に生活排水処理施設を
整備する上での下水道の整備目標は、比率で
８４．６％に設定して事業を展開しています。
イ　下水道終末処理場の水処理状況

下水道終末処理場は現在４１ヶ所で、一日当た
り約６７２千㎥の汚水を処理しています。
下水道終末処理場放流水の水質は、ＢＯＤが

▼表２−４−２−１１　生活排水処理施設整備対象人口・普及率と生活排水対策目標

▼表２−４−２−１２　各種の生活排水関連施設整備の状況

下水道課

平成１８年度 平成１７年度 区　　　　　　　分
１，９５２，９４７１，９３１，０２５生活排水処理施設整備対象人口（人）

８３.４８２.４生活排水処理施設普及率（％）
１，７３３，７４３１，７１４，８３５処理区域内人口公共下水道
８０，７７７８１，７９９処理区域内人口農業集落排水処理施設
２，１２５２，１９６計画処理対象人口漁業集落排水処理施設
６，６９４６，５９５処理人口     コミュニティプラント
１２９，５８４１２５，５７１処理人口     浄化槽

２４２９処理区域内人口簡易排水施設

処 理 人 口 等整　備　状　況　種　　　　　別
処理区域内人口　　　　１，７３３，７４３人
下水道普及率　　　　　　　　７４．１％
水洗化人口（Ａ）　　　　１，６０６，５０２人

事業実施　３６市町村（１３市２２町１村）
供用開始　３６市町村（１３市２２町１村）

公共下水道

事業実施　　９６地区（１１市８町）
供用開始　　８６地区（１１市８町）
処理区域内人口　　　　　　８０，７７７人
水洗便所設置済人口（Ｂ）　　５７，０５７人

事業実施市町村
仙台、石巻、気仙沼、白石、名取、角
田
、岩沼、登米、栗原、東松島、大崎、
村田、丸森、山元、大和、大郷、色麻、
涌谷、美里

農業集落排水処理施設

事業実施　１０漁港１０地区（４市２町）計
画対象処理人口　　　　　　　２，１２５人
供用開始　１０地区（４市２町）
供用開始人口（Ｃ）　　　　　　１，７７２人

事業実施市町村
石巻、塩釜、気仙沼、東松島、女川、
志津川

漁業集落排水処理施設

下水道処理区域外人口（Ｄ）　　６，６９４人２市１町　仙台、大崎、美里コミュニティプラント

下水道処理区域外人口　　　１２９，５８４人
使用開始済み人口（Ｅ）　　　１２７，６００人

設置基数　　　３１，０１８基浄化槽

処理区域内人口　　　　　　　　２４人
供用人口（Ｆ）　　　　　　　　　１１人

加美簡易排水施設

１市１３町１村
（設置指導要綱で補助金交付等を実施）

生活排水簡易浄化槽（沈殿槽）

生活排水処理適正処理人口（Ｇ＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ）　１，７９９，６３６人
行政区域内人口（Ｈ）　　２，３４０，４８５人　　　　生活排水適正処理率（Ｇ／Ｈ）　　７６．９％
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第２部　環境保全施策の展開

０．７～１１．０㎎／Ｌ（除去率９０．７～９９．８％）、ＳＳ
が１．０＞～８．０㎎／Ｌ（除去率９２．６～９９．５％＜）
となっており、下水道法に定められている放流
水の水質基準（ＢＯＤ１５㎎／Ｌ以下（計画放流
水質の上限値）、ＳＳ４０㎎／Ｌ以下）を下回る良
好な水質に処理されています。

なお、松島湾等の窒素及び 燐 に係る環境基準
りん

の類型指定がなされている水域に放流している
処理場については､今後､環境基準を達成するた
め、必要に応じ窒素及び 燐 の除去を目的とした

りん

高度処理の導入について検討が必要となってい
ます。

②　農業集落排水処理施設の整備

農村社会における混住化や生活様式の多様化等
により、農業用用排水の汚濁が進行し、農業生産
性の維持・向上や農村生活環境に悪影響を及ぼし
ていることから、農業集落排水事業により、農業
集落におけるし尿及び生活雑排水等の汚水を処理
する施設を整備し、農業用用排水の水質保全と農
業用用排水施設の機能維持及び農村生活環境の改
善を図っています。
農業集落排水汚水処理施設は、平成１８年度まで

に１００処理区域において整備を実施し、そのうち
８９処理区域で供用を開始しています。
今後も水質汚濁による環境への影響と水質保全

の重要性等に関する住民への積極的な啓発活動と
施設の整備を推進します。

③　合併処理浄化槽の普及促進

合併処理浄化槽は、し尿と生活雑排水を併せて
処理し、管きょで接続せず短期間で各戸に設置で
きることから、人口の散在、地形の影響等地域の
実情により下水道整備等集合処理が適さない中小
都市や農山村地域における生活排水施設として、
社会的に高い期待を集めています。
一方、単独処理浄化槽は、生活雑排水を未処理

のまま放流するため、公共用水域の水質保全及び
生活環境を保全する観点からも問題が多く、国で
は平成１２年６月に浄化槽法を改正し、「新設時の
合併処理浄化槽の設置義務」及び「既設単独処理
浄化槽の合併処理浄化槽への設置替え努力義務」
を規定しました。

▲図２−４−２−１１　下水道普及率の推移

農村整備課 廃棄物対策課
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第４章　安全で良好な生活環境の確保

本県においても合併処理浄化槽の設置基数は
年々増加しており、平成３年３月末に３，８５９基で
あったものが、平成１９年３月末には３１，０１８基に達
し、普及が進んでいます。
しかし、既に設置されている浄化槽総数６６，６９８

基（平成１９年３月末現在）に対する合併処理浄化
槽の割合はまだ５割に達しておらず、今後も、既
設の単独処理浄化槽の合併処理浄化槽への転換等
も図りながら、より一層合併処理浄化槽の普及を
促進していくことが重要です。

３　湖沼水質保全計画

昭和４５年に完成した釜房ダムは、湛水面積３．９
挨、有効貯水量３，９００万㎥の利水、洪水調節、渇水
調整の役割を果たしている多目的ダムです。
昭和５５年から６０年には水道に異臭味障害が継続
して発生したため、昭和６１年２月に全 燐 に係る環

りん

境基準をⅡ類型として指定したほか、昭和６２年に
湖沼水質保全特別措置法に基づく指定湖沼の指定
を受け、第１期「釜房ダム貯水池に係る湖沼水質
保全計画」を策定して以来、平成１４年度に第４期
を策定し、水質保全に資する事業、面源負荷対策、
各種汚染源に対する規制等の水質保全対策事業を
総合的かつ計画的に実施してきており、一定の効
果を示しています。
しかし、第４期計画の最終年度（平成１８年度）
に至ってもＣＯＤ２．０㎎／Ｌ､全窒素０．４６㎎／Ｌ､
全 燐 ０．０１３㎎ ／Ｌという目標水質を達成できな

りん

かったことから、法の改定を踏まえ、長期ビジョ
ン等を追加した第５期計画を策定し、水質保全対
策を継続実施することとしました。
釜房ダム貯水池のＣＯＤは平成２～３年度に高

い値を示し、その後改善傾向がみられましたが、

近年は上昇傾向にあり、全窒素及び全 燐 について
りん

も近年わずかに上昇傾向がみられます。また、活
性炭によるカビ臭除去、曝気循環によるカビ臭の
要因となるフォルミディウムの異常増殖抑制等に
取り組んだ結果、一時期のような継続的な発生は
みられていません。平成１８年度のＣＯＤは２．６㎎
／Ｌ、全 燐 は０．０１８㎎／Ｌ、全窒素は０．６６㎎／Ｌと

りん

なっています。
①　川崎町公共下水道の整備
貯水池集水域内（指定地域）での平成１８年度末

の処理可能人口は、６．０千人、普及率７３．１％です。
②　ダム貯水池内の対策
異臭味の発生を防止するために、昭和５９年度か

らのパイロット実験により曝気循環装置を導入、
第４期には多段式散気曝気装置４基、深層曝気装
置１基を新たに設置し、　湖内水を曝気していま
す。
③　工場・事業場系の排水対策
水質汚濁防止法、湖沼水質保全特別措置法及び

県公害防止条例に基づく排水規制の他、規制対象
外となる工場・事業場に対しても必要に応じ汚水
処理施設の設置や適正管理の指導を行っていま
す。
④　生活系の排水対策
下水道区域外では、雑排水簡易浄化施設の適正

な維持管理や、浄化槽の普及促進と維持管理の適
正化を指導しています。
⑤　畜産業に係る汚濁負荷対策
水質汚濁防止法の排水規制等基準の遵守の徹底

や畜舎の適正管理のほか、経営計画も含めた農家
の指導、家畜排せつ物については「家畜排せつ物
の利用の促進を図るための宮城県計画」に基づき
適正な処理の促進を図っています。
⑥　面源負荷対策
農用地については、汚濁負荷を軽減のため、施

肥法の工夫等により地下水汚染を防ぐとともに、
未利用有機物資源の有効利用、地力の維持向上と
環境負荷低減を両立させた土づくりの推進から、
将来とも持続可能な農業の確立に努めています。
⑦　流域住民の普及啓発と実践
地元関係団体で組織する「釜房ダム貯水池湖沼

水質保全対策推進協議会」の活動、小学生対象の
水辺教室の開催、広報紙・パンフレット・生活排
水対策用品配布等を通して、水質保全意識の普及
啓発と実践を進めています。

▲図２−４−２−１２　浄化槽設置基数の推移
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第２部　環境保全施策の展開

⑧　調査研究の推進
水質汚濁機構は、複雑多岐で未解明の部分が多

いため総合的な調査研究が必要です。専門家の協
力を得ながら国、県及び仙台市等で「釜房ダム貯
水池水質保全計画に係る調査研究連絡会」を構成
し、水質汚濁に関する総合的な調査研究を推進し
ています。 

４　赤潮発生防止対策

平成１８年度には６回の赤潮発生が確認されまし
たが、いずれも漁業被害は発生していません。
今後とも赤潮の発生状況を監視するとともに、

赤潮の発生を防止するため、閉鎖的な内湾流域内
の工場・事業場に対する窒素・ 燐 排水規制や排水

りん

処理施設の設置及び適正管理の指導、下水道の整
備等による生活排水対策等閉鎖性水域の富栄養化
防止対策を推進していきます。

５　松島湾リフレッシュ事業の推進

日本三景のひとつであり、優れた景勝地として
広く人々に親しまれている松島湾は、地形的に閉
鎖性海域であることと、近年の周辺地域の都市化
の進展による生活排水流入により水質が悪化し、
水産業・観光等各方面への影響が危惧されていま
す。
このような背景から、「日本三景・松島」にふさ

わしい自然豊かな姿を次世代に良好な状態で引継
ぐことと、松島湾の海域環境を改善することを目
的に、平成５年度に「松島湾リフレッシュマス
タープラン」を策定しました。
このマスタープランに基づき、下水道整備によ

る生活排水流入負荷削減や、家畜糞尿処理施設な
どの農業・畜産排水対策、さらに海域における作
澪や浚渫・覆砂等による海水循環促進と富栄養化
物質の溶出防止などの各種事業を実施していま
す。
平成１４年度からは、富栄養化により水質汚濁が

進行している閉鎖性水域の水質を浄化するため、
海藻等を利用して窒素や 燐 といった栄養塩を除去

りん

するとともに生態系を保全し、併せて、育った海
藻の製品化による地場産業の開発を図ることを目
的とした海藻活用の水質浄化を推進しています。
平成１８年度は、中間目標年次（平成１７年度）で

の事業評価を実施し、水質や透明度、プランクト
ン、藻場などに改善がみられており、事業実施に
伴う一定の効果があらわれてきていますが、湾内
の底質環境や漁獲物、景観などには明確に効果が
表れていないため、今後も事業を実施することと
しています。

６　水環境教育の推進

水生生物による水質調査は、河川に住む水生昆
虫等を調べ、その結果から、河川の水環境の状態
を知ろうとするもので、昭和６１年度から、小中高
校生、一般県民、市町村担当者等に呼びかけて、
身近な河川の水環境を体験し、河川への親しみや
水環境保全意識の啓発のための機会を提供するこ
とを目的として実施しています。
平成１８年度には、小・中学生の協力を得た仙台

市、大崎市、気仙沼市、名取市、角田市、多賀城
市、岩沼市、丸森町をはじめ、県が依頼した小・
中学校・高等学校等の合計９５団体が白石川、江合
川、鳴瀬川、迫川等で調査を実施しました。

環境対策課

▼表２−４−２−１３　赤潮発生状況

環境対策課

環境対策課

漁業被害プランクトンの種類場所（海域）発生年月日
なしNoctilca scintillans石巻湾Ｈ１８．　５　．６１
なしNoctilca scintillans仙台湾南部(亘理町～山元町沖)Ｈ１８．　６．２９２
なしCeratium furca田代島周辺Ｈ１８．　７．１８３
なしCeratium furca仙台湾南部(仙台市閖上沖)Ｈ１８．　７．２０４
なしHeterosigma akashiwo気仙沼湾湾奥部Ｈ１８．　８．２１５
なしNoctilca scintillans(中央部)　他仙台湾中央部を中心に仙台湾全域Ｈ１９．　２．１０６
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第４章　安全で良好な生活環境の確保

▼表２−４−２−１４　水生生物による水質調査結果（平成１８年度）

参　　加　　団　　体　　名
水　　質　　階　　級

地点数河　川　名水系名
判定不能ⅣⅢⅡⅠ

大河原町立大河原中学校、柴田町立船岡小学校・槻木中学校、白石高等学校七ヶ宿分校２２４白 石 川１阿武隈川
白石工業高等学校１１斉 川２
村田町立村田第一中学校１１荒 川３
村田町立村田第四小学校１１沢 戸 川４
角田市立小田小学校１１小 田 川５
角田市立枝野小学校１１桜 井 川６
角田市立西根中学校１１高 倉 川７
丸森町立丸舘中学校、丸森町役場、亘理町立逢隈小学校２１３阿 武 隈 川８
丸森町立金山小学校１１雉 子 尾 川９
丸森町立筆甫中学校２２内 川１０
角田市役所１１半 田 川１１
蔵王町立平沢小学校１１藪 川１２
仙台市立生出中学校・秋保中学校、仙台向山高等学校生物化学部５５名 取 川１３名 取 川
仙台市立大沢中学校・折立中学校、仙台向山高等学校生物化学部、第一女子高等学校生物部、仙台第二高等
学校、似内徹９９広 瀬 川１４

仙台市立根白石中学校・七北田中学校２２七 北 川１５
仙台向山高等学校生物化学部１１芋 沢 川１６
多賀城市役所１１砂 押 川１７松 島 湾
利府町立しらかし台小学校１１榎 川１８鳴 瀬 川
富谷町立富谷中学校１１西 川１９
大崎市三本木総合支所、加美町立鹿原小学校・東小野田小学校・鳴瀬小学校・中新田小学校、美里町立南郷
小学校、東松島市立浜市小学校１１２４８鳴 瀬 川２０

大崎市立志田小学校・西古川小学校２２渋 川２１
大崎市立東大崎小学校１１深 山 川２２
加美町立上多田小学校・鳴瀬小学校１１２多 田 川２３
加美町立賀美石小学校１１田 川２４
色麻町立清水小学校、加美農業高等学校２２保 野 川２５
大和町立吉田小学校１１吉 田 川２６
大和町役場１１南 川２７
大崎市立古川北中学校、古川黎明中学校・高等学校、大崎市古川総合支所、美里町立小牛田小学校２５７江 合 川２８北 上 川
大崎市立古川東中学校　１１新 江 合 川２９
大崎市立鬼首小学校１１荒 雄 川３０
大崎市立長岡小学校１１田 尻 川３１
大崎市立中山小学校１１大 谷 川３２
涌谷町立小里小学校１１地 獄 沢３３
登米市立佐沼中学校１１迫 川３４
栗原市立栗駒小学校・津久毛小学校２２三 迫 川３５
栗原市立鶯沢中学校１１二 迫 川３６
栗原市立鶯沢中学校１１鉛 川３７
栗原市立長崎小学校　１１長 崎 川３８
栗原市立文字小学校　１１小 手 川３９
栗原市立金成中学校１１夏 川４０
栗原市立金成中学校１１２有 馬 川４１
栗原市立金成中学校１１金 流 川４２
栗原市立有賀小学校１１２田 町 川４３
栗原市立花山小学校１１御 岳 川４４
国立花山青少年自然の家、登米市立豊里小学校２２砥 沢 川４５
栗原市立瀬峰小学校１１瀬 峰 川４６
登米市立柳津小学校１１黄 牛 川４７
登米市立東和中学校、石巻市立吉浜小学校１１２北 上 川４８
石巻市立北上中学校１１大 沢 川４９
石巻市立飯野川第二小学校１１皿 貝 川５０
NPO法人ひたかみの里１１２真 野 川５１
東松島市立矢本第二中学校１１定 川５２定 川
気仙沼市役所、気仙沼自然塾５５大 川５３気仙沼湾
気仙沼市立鹿折小学校・鹿折中学校１１２鹿 折 川５４
気仙沼市立月立小学校、気仙沼自然塾２２八 瀬 川５５
気仙沼市立落合小学校２２廿 一 川５６
気仙沼市立面瀬小学校・面瀬中学校２２面 瀬 川５７
名取市役所１１川 内 沢 川５８そ の 他
岩沼市立岩沼西中学校、岩沼市生活環境課２１３志 賀 沢 川５９
山元町立坂元中学校１１坂 元 川６０
石巻市立相川小学校１１相 川 沢 川６１
石巻市立吉浜小学校１１月 浜 沢 川６２
石巻市立住吉中学校１１北 上 運 河６３
女川町立女川第一中学校４４女 川６４
本吉町立大谷小学校　１１滝 根 川６５
本吉町立小泉小学校１１外 尾 川６６
南三陸町立伊里前小学校１１伊 里 前 川６７
南三陸町立歌津中学校１１吉 野 沢６８
南三陸町立入谷小学校・志津川小学校２２八 幡 川６９

２２７４２７１１２４合　　計
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第２部　環境保全施策の展開

「ふるさと宮城の水循環保全条例」に基づき、
「宮城県水循環保全基本計画」を策定しました。基
本計画では、水循環の健全性を示す重要な要素と
して、次の４つを取り上げ評価しました。
①清らかな流れ（水質のよさ）
②豊かな流れ（水量の豊かさ）
③安全な流れ（水災害の少なさ）
④豊かな生態系（自然環境の豊かさ）

また、宮城県を５つの流域に区分し、評価が低
い流域から、流域水循環計画を策定していくこと
としており、「鳴瀬川流域水循環計画」の策定に着
手しました。
流域水循環計画では、それぞれの流域の特性を

踏まえて個別の目標を設定し、それを達成するた
めの具体的な施策を示します。

４　健全な水循環を目指して講じた施策
環境対策課

▼表２−４−２−１５　宮城県の水循環の評価（最も良い状態が１０）

阿武隈川流域名取川流域鳴瀬川流域北上川流域南三陸海岸流域宮城県全域
７．６ ７．３ ６．７ ６．５ ８．５ ７．５ 清らかな流れ
８．０ ６．７ ５．２ ７．６ ８．８ ７．６ 豊かな流れ
６．６ ８．０ ７．１ ５．４ ５．０ ６．４ 安全な流れ
６．９ ６．４ ６．５ ６．５ ６．６ ６．５ 豊かな生態系
２９．１ ２８．４ ２５．５ ２６．０ ２８．９ ２８．０ 総合評価（合計）


